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約40.2億円
　(23.5%)

約32.9億円

約29.6億円

議会や役場の運営、防災、

防犯、交通安全などに

道路や橋、公園などの整備や

維持管理に

ごみの処理や減量・リサイクルに

救急・消防に

各種予防接種事業や新型コロナワクチン接種準備などに

商工業や勤労福祉、観光の振興に

農林業の振興や生産基盤の整備に

その他 （災害復旧、公債費など） 約7.9億円(4.6%)

約1.8億円(1.1%)

約5.8億円(3.4%)

約5.9億円(3.5%)

約6.7億円(3.9%)

約8.1億円

(4.7%)

約11.9億円

約20.6億円

(17.2%)

(19.2%)

【一般会計 支出】

(12.0%)

(6.9%)

一般会計の支出の状況（目的別）　合計 171億4,208万円

農林水産業費

議会費
総務費
民生費
衛生費

商工費

18億9,289万9千円 （11.0%）
1億6,834万4千円   （1.0%）

88億4,435万7千円 （51.6%）
14億277万4千円   （8.2%）
1億7,953万1千円   （1.1%）

5億8,777万円   （3.4%）

※（　）内は構成比
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金

11億8,795万6千円 （6.9%）
6億6,731万7千円 （3.9%）

14億2,875万5千円 （8.3%）
52万６千円 （0.0%）

6億8,185万1千円 （4.0%）
1億円 （0.6%）

決算総額
収入 285.3億円

支出 282.6億円

一般会計
収入 １7７.６億円

支出 １７１.４億円

特別会計
収入 ８３.９億円

支出 ８３.３億円

企業会計
収入 ２３.８億円

支出 ２７.９億円
＝＝ ++ ++

特別定額給付金給付事業に

(国民1人当たり10万円支給の給付金)

子育て・教育に

医療・高齢者・

障がい者福祉に



広報あいかわ706号 _P.05_210921

2021.October 5

一 般 会 計 171億4,208万円
対前年比 46億2,550万４千円の増

●支出は会計年度任用職員制度の創設に伴い、これまで物件費としていた臨時職員賃金が、人件費の会計年度任用職員
給与または報酬に移動したことなどにより、人件費は3億9,517万3千円の増、物件費は2億7,513万円の減となりま
した。また、補助費等は国民1人当たり10万円の特別定額給付金給付事業費の皆増などにより、48億447万6千円の増
となりました。
●収入支出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源（2,960万6千円）を除いた実質収支額は、5億9,118万9千円の黒字
となり、翌年度への繰越金となりました。

支出
収支の増額は、新型コロナウイルス感染症対策を　緊急的に実施したことが大きな要因です。
　　

普通建設事業費
8億1,772万1千円(4.8%)
庁舎や学校、道路、橋りょう、公園
などの整備や土地購入などの費用

人件費
34億5,169万5千円(20.1%)
職員にかかる費用や委員報酬などの
費用

物件費
19億6,684万2千円
(11.５%)
消耗品や備品購入費、通
信運搬費や手数料、およ
び委託料などの費用

扶助費
25億5,386万6千円
(14.9%)
児童手当の支給や各種医療費
の助成および障がい者への給
付などの費用

補助費等
59億5,784万3千円
(34.7%)
負担金や補助金、謝金や保
険料などの費用

公債費
6億8,185万1千円
(4.0%)
町が借り入れた地方債
の返済のための費用

繰出金
9億9,749万5千円(5.8%)
一般会計から特別会計に
支出する費用

その他
7億1,476万7千円
(4.2%)
維持補修費、積立金、
貸付金など

特別定額給付金給付事業費
40億2,380万3千円
新型コロナの緊急経済対策として、
国民1人当たり10万円を給付

支出
171.4億円

（性質別）
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一 般 会 計対前年比 48億4,612万7千円の増
177億6,287万5千円収入

収支の増額は、新型コロナウイルス感染症対策を　緊急的に実施したことが大きな要因です。
　　

●収入は、大手法人の業績低迷や新型コロナウイルス感染症の影響などに伴い、町税が前年度と比べ4億4,571万9千
円の減額となったものの、特別定額給付金給付事業費補助金などの国庫支出金が45億9,146万1千円の増額となった
ことなどにより、収入全体では前年度と比べ48億4,612万7千円の増額となりました。
●収入額を財源別にみると、町税など、町が自主的に収入することができる自主財源が88億4,853万5千円で、収入
総額の49.8％、国・県支出金や町債、地方消費税交付金などの依存財源は89億1,434万円で、収入総額の50.2％とな
りました。

収入
177.6億円

特別定額給付金
給付事業費の財源
40億2,380万3千円
国民1人当たり10万円の給付は、
全て国庫補助金で賄われました。

町税
74億8,918万1千円
(42.2%)

町内にお住まいの
個人や町内に事業
所がある法人が納
める町民税や、土地
や家屋などを持っ
ている方が納める
固定資産税など

町債 8億1,580万円(4.6%)
長い間利用される町の施設を作るため
などに借り入れるお金

地方消費税交付金
9億2,588万8千円(5.2%)
消費税と合わせて国に納付される
地方消費税の市町村に配分され
るお金

県支出金
9億9,904万円
(5.6%)
特定の事業に対して県から
使い道を指定して交付され
るお金

国庫支出金
58億879万2千円
(32.7%)
特定の事業に対して
国から使い道を指定
して交付されるお金

その他
3億4,472万1千円(1.8%)

その他
3億6,482万円
(2.1%)
地方譲与税、法人事業税交付金など

繰入金
1億9,354万1千円
(1.1%)
基金の取り崩しなどに
より繰り入れるお金

繰越金
4億17万2千円(2.３%)
昨年度から繰り越したお金

諸収入
4億2,092万円(2.4%)
他の収入科目に含まれない雑入など使用料および手数料、寄付金など
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消費税率は平成26年4月に５％から８％に、令和元年10月には８％から10％に引き上げられましたが、これらの
引き上げに伴う「地方消費税交付金」の増収分（４億３，５３０万１千円）については、全額を「社会保障関係経費」に充当
し、その使途を明示することとされています。
町では、次のとおり、障がい者・高齢者・児童福祉事業のほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険特別会計への
繰出金などの財源の一部として活用しています。

一般会計収入 「地方消費税交付金」 の増収分について

３億８，２５４万４千円 1億5，763万6千円 1億8，885万5千円

３億７，６４６万１千円 2億6，６59万3千円

８億２，０２１万１千円 1億1，135万5千円

21億3，293万4千円 22億8，021万5千円

1億1，363万1千円

4億3，530万1千円

5億9，522万5千円

４億２，４４１万円 3億3，53１万円

１３億６，６１３万７千円 ８億５，６６８万８千円 4億2，77８万4千円

3億6，881万円

8，166万5千円

7，040万7千円

3，605万3千円

2，508万8千円

5，897万4千円

6，401万2千円

5，089万4千円

１３億５，１８５万６千円 9億1，263万9千円

４８億４，８４５万円

６，１６４万６千円 ４，７０４万４千円５６２万１千円 ８９８万１千円

６，５１８万５千円 5，０５９万4千円493万3千円 965万8千円

区分 主な事業 令和２年度決算
財源の内訳

特定財源 一般財源
国庫支出金など 地方消費税交付金 差引一般財源

社会福祉事業

障がい者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

後期高齢者
医療事業
介護保険事業

保健衛生事業

● 成年後見制度利用支援事業
● 町社会福祉団体補助金
● 障害者医療費助成事業
● 障害者介護給付・訓練等給付事業
● 心身障害児・者訓練指導事業
● 高齢者バス割引乗車券購入費助成事業
● 敬老および長寿夫妻祝金品支給事業
● シルバー人材センター運営費補助金
● 出産祝い金支給事業
● 児童手当支給事業
● 小児医療費助成事業
● 放課後児童健全育成事業
● 国民健康保険特別会計繰出金
● 後期高齢者医療広域連合負担金
● 後期高齢者医療特別会計繰出金
● 後期高齢者健康診査事業
● 介護保険特別会計繰出金
● 乳幼児等予防接種事業
● 高齢者インフルエンザ予防接種事業
● 生活習慣病検診事業
● 風しん予防接種事業

● 一人暮らし高齢者世帯等水道料金助成事業

国民健康保険事業

合計

町民の健康保持と増進のため保険給
付を行い、医療保障の充実に努めま
した。
令和２年度の国民健康保険加入世帯
は、町総世帯数の３５．３％、被保険
者は町総人口の２６．４％です。

高齢者の健康保持と増進の
ため、被保険者の資格管理な
どの窓口事務や保険料の徴
収などを行い、医療費の適正
化に努め、健全な医療給付を
進めました。

適正な要介護認定を行うとともに、要介護・要支
援者が能力に応じて、自立した日常生活を営むこ
とができるよう保険給付を行い、保健医療の向上
と福祉の増進に努めました。また、将来的に要介
護・要支援状態になる恐れがある高齢者を対象
に、介護予防を推進しました。

特別会計収入総額
８３億９,２９７万円

支出総額
８３億３,０９０万３千円

特定の収入を財源に特定の事業を行い、一般会計とは別に経理する会計です。町には３つの特別会計があります。

後期高齢者医療事業国民健康保険事業

介護保険事業

３１億2，９４１万２千円（３．４％増）

４７億４，５１８万円（６．８％減） ４７億２，８７０万５千円（７．１％減）
５億１，８３７万８千円（８．５％増） ４億９，５６０万５千円（８．２％増）

３１億６５９万３千円（３．８％増）

後期高齢者医療

介護保険

国民健康保険

会計名 収入額 支出額

(　　)内
対前年度比
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財政健全化法に基づく などの状況「健全化判断比率」

健
全
化
判
断
比
率

指標 比率
基準値

早期健全化
基準

財政再生
基準

一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模
に対する比率実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に
対する比率
一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規
模に対する比率
一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準
財政規模に対する比率

資金不足額(赤字額）の事業規模に対する比率資金不足比率
（水道・公共下水道事業）

指標の説明

２０％

２０％

30％

35％

350％

25％

13.59％

18.59％

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政健全化法）とは、財政の健全さを計る
下記の指標の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険な
どの特別会計や企業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。
町の健全化判断比率などの状況は、全ての指数が基準を大きく下回っているため、財政の
健全性が保たれていることが分かります。

△1.8%

（経営健全化基準）

－

－

－

－

独立採算による特定の事業を経理する会計です。町には２つの企業会計があります。

公共下水道事業水道事業

令和２年度の収益的収支は給水収益（水道料金）が前年度より微減となるな
ど、収入額は前年度に比べ０．３３％の減となりました。また、委託料や動力費
の減少により、支出額は前年度に比べ２．５％の減となり、純利益は、前年度
から３０．７２％増の４，７５５万９千円となりました。
建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が１億７，３１７万1千円
の不足となり、内部留保資金などで補てんしました。
建設改良事業の主な内容としては、中津浄水場送水ポンプ設備修繕などを
行い、施設能力の維持向上を図るとともに、配水管を耐震性能の高いものに
交換する工事を中津角田境地区、熊坂地区、半縄地区などで、延長１，３２０
メートルにわたって行い、配水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。

公共下水道事業は令和２年度から公営企業会計方式による事業運営
を開始しました。
令和２年度の収益的収支は、収入11億1,876万2千円に対し、支出10
億7,673万2千円で、収支差引額4,203万円の純利益となりました。
建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が3億5,516万9
千円の不足となり、内部留保資金などで補てんしました。
建設改良事業の主な内容として、汚水整備事業では、マンホールポン
プ場や久保ポンプ場設備の計画的な更新を行いました。また、雨水整
備事業では、浸水対策として令和元年度から工事に着手した中津坂本
地区、半縄地区の水路整備工事を引き続き行いました。

１億２，０００万円
２億９，３１７万１千円

△１億７，３１７万１千円収支差引額

収入額

資本的収入と支出
（水道施設の改良などの投資的経費）

支出額

収支差引額

5億5，３９６万３千円
5億６４０万４千円

収益的収入と支出
（水道事業の経営運営を行うための収支）

４，７５５万９千円

収入額
支出額

４億８，７４９万４千円
８億４，２６６万3千円
△３億５，５１６万９千円収支差引額

収入額

資本的収入と支出
（下水道施設の改良などの投資的経費）

支出額

収支差引額

11億１，８７６万２千円
１０億７，６７３万２千円

収益的収入と支出
（下水道事業の経営運営を行うための収支）

４，２０３万円

収入額
支出額

企業会計収入総額
２3億7,９01万４千円

支出総額
２７億８,８５６万５千円

※収益的収支は、純利益を算出するため消費税抜き
　の金額を、資本的収支は、必要とした費用を算出す
　るため消費税込みの金額を表記しました。

中津浄水場送水ポンプ

半縄地区雨水幹線水路

※実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率は、実質収支が黒字となり赤字額が生じないため「－（ハイフン）」となっています。
　また、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担額に対し、基金、都市計画税、基準財政需要額に算入される地方債などの充当可
　能な財源が上回っているため「－（ハイフン）」となっています。
※実質公債費比率は、元利償還金に充当可能な特定財源と基準財政需要額算入額の合計が元利償還額を上回るため、マイナス表示と
　なっています。
※早期健全化基準・経営健全化基準は「財政の悪化（イエローカード）」を、財政再生基準は「財政の破たん（レッドカード）」を表す基準
　値で、健全化判断比率・資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合は、国から健全化に向けた取り組みが指導されます。
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